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(

市
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振

興
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規

則

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
六
十
三
号

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則

(

趣
旨)

第
一
条

住
民
基
本
台
帳
法

(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施

行
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号)

、
住
民

基
本
台
帳
法
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号)

及
び
青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法

施
行
条
例

(

平
成
十
四
年
七
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書)

第
二
条

法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書

(

第

一
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

証
明
書
類
等)

第
三
条

法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求

(

以
下

｢

開
示
請
求｣

と
い

う
。)

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

等
を
提
出
し
、
又
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

本
人
が
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類
等

イ

運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
又
は
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
等
で
あ
っ
て
当
該
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
も
の

ロ

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
イ
に
掲
げ
る
書
類
等
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
当
該
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
知
事
が
適

当
と
認
め
る
書
類
等

二

法
定
代
理
人
が
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

当
該
法
定
代
理
人
に
係
る
前
号
に
掲
げ

る
書
類
等
及
び
戸
籍
謄
本
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等

(

本
人
確
認
情
報
の
開
示
の
方
法)

第
四
条

法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
以
外
の
方
法
は
、
本
人
確
認
情
報
を
専

用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
と
す
る
。

(

本
人
確
認
情
報
の
訂
正
等
の
申
出)

第
五
条

法
第
三
十
条
の
四
十
の
規
定
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
全
部
又
は
一
部
の
訂
正
、
追
加
又

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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八
月
五
日

(

月
曜
日)
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は
削
除
の
申
出

(

以
下

｢

訂
正
等
の
申
出｣

と
い
う
。)

は
、
本
人
確
認
情
報
訂
正
等
申
出
書

(

第
二
号
様
式)

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
条
の
規
定
は
、
訂
正
等
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
１
号
様
式
(第
２
条
関
係
)

本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書

年
月

日

青
森
県
知
事
殿

法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
は
､
次
の
欄
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

住
民
基
本
台
帳
法
第
３
０
条
の
３
７
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
本
人
確
認
情
報
の
開

示
を
請
求
し
ま
す
｡

注
１

住
民
票
コ
ー
ド
を
記
載
し
た
場
合
に
は
､
｢生
年
月
日
｣
及
び
｢男
女
の
別
｣
の
欄
は
､
記

載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
｡

２
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
(運
転
免
許
証
等
)
を
提
出
し
､
又
は
提
示

し
て
く
だ
さ
い
｡

３
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
は
､
２
の
書
類
等
の
ほ
か
､
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
等
(戸
籍
謄
本
等
)
を
提
出
し
､
又
は
提
示
し
て
く
だ
さ
い
｡

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
２
号
様
式
(第
５
条
関
係
)

本
人
確
認
情
報
訂
正
等
申
出
書

年
月

日

青
森
県
知
事
殿
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法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
は
､
次
の
欄
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

住
民
基
本
台
帳
法
第
３
０
条
の
４
０
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
申
し
出
ま
す
｡

注
１

住
民
票
コ
ー
ド
を
記
載
し
た
場
合
に
は
､
｢生
年
月
日
｣
及
び
｢男
女
の
別
｣
の
欄
は
､
記

載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
｡

２
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
(運
転
免
許
証
等
)
を
提
出
し
､
又
は
提
示

し
て
く
だ
さ
い
｡

３
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
は
､
２
の
書
類
等
の
ほ
か
､
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
等
(戸
籍
謄
本
等
)
を
提
出
し
､
又
は
提
示
し
て
く
だ
さ
い
｡

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
四
年
八
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る

た
め
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
ィ

ス
ク
の
送
付
の
方
法
並
び
に
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
及
び
そ
の
保
存
の
方
法
に
関
す
る
技
術

的
基
準

(

平
成
十
四
年
六
月
十
日
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号)

第
一
の
一
に
規
定
す
る
住

民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
県
が
整
備
し
、
管
理
及
び
運
営
を
行
う
シ
ス

テ
ム

(

青
森
県
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
年
三
月
青
森

県
訓
令
甲
第
十
二
号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
係
る
シ
ス
テ

ム
を
除
く
。)
を
い
う
。

二

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

シ
ス
テ
ム
の
正
確
性
、
機
密
性
及
び
継
続
性
の
維
持
を
い
う
。

三

端
末
機

住
民
基
本
台
帳
法(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)
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第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報

(

以
下

｢

本
人
確
認
情
報｣

と
い
う
。)

を
利
用
す
る
た
め
の
端
末
機
を
い
う
。

四

情
報
資
産

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
機
器
等

(

以
下

｢

シ
ス

テ
ム
機
器
等｣

と
い
う
。)

及
び
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
係
る
す
べ
て
の

情
報
を
い
う
。

(

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
等
の
設
置)

第
三
条

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
適
正
な
管
理
及
び
運
営
を
行
い
、
本
人
確
認

情
報
の
保
護
を
図
る
た
め
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
及
び
シ
ス
テ
ム
副

管
理
者

(

以
下

｢

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
等｣

と
い
う
。)

を
置
く
。

２

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

一

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者

企
画
振
興
部
長

二

シ
ス
テ
ム
管
理
者

企
画
振
興
部
市
町
村
振
興
課
長

三

シ
ス
テ
ム
副
管
理
者

企
画
振
興
部
情
報
政
策
課
長

(

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
等
の
職
務)

第
四
条

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
は
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
及
び
シ
ス
テ
ム
副
管
理
者
を
指
揮
し
、

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
を
統
括
す
る
。

２

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
管
理
す
る
。

一

情
報
資
産

(

シ
ス
テ
ム
副
管
理
者
の
管
理
に
係
る
も
の
を
除
く
。)
の
管
理
に
関
す
る
事
項

二

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
運
営
に
関
す
る
事
項

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
が
定
め
る
事
項

３

シ
ス
テ
ム
副
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
管
理
す
る
。

一

情
報
資
産
の
う
ち
シ
ス
テ
ム
機
器
等

(

端
末
機
を
除
く
。)

及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム

(

電
子
計
算

機
を
機
能
さ
せ
て
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
作
動
さ
せ
る
た
め
の
命
令
を
組

み
合
わ
せ
た
も
の
を
い
う
。)

に
係
る
も
の
の
管
理
に
関
す
る
事
項

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
が
定
め
る
事
項

(

シ
ス
テ
ム
機
器
等
の
設
置)

第
五
条

シ
ス
テ
ム
機
器
等
の
設
置
は
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

(

端
末
機
の
設
置
等)

第
六
条

本
庁
の
課

(

室
及
び
チ
ー
ム
を
含
む
。)

又
は
出
先
機
関
の
長

(

以
下

｢

課
長
等｣

と
い

う
。)

は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
端
末
機
を
設
置

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
端
末
機
を
設
置
し
た
課
長
等
は
、
所
属
職
員
の
う
ち
か
ら
端
末
機
管
理
者

を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

課
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
端
末
機
管
理
者
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
職
及
び
氏
名
を

シ
ス
テ
ム
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

端
末
機
管
理
者
は
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
の
指
示
を
受
け
、
端
末
機
の
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

本
人
確
認
情
報
の
利
用
等)

第
七
条

課
長
等
は
、
所
掌
す
る
業
務
に
お
い
て
本
人
確
認
情
報
の
利
用

(

法
第
三
十
条
の
八
第
一

項
又
は
第
三
十
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
情
報
を
利
用
し
、
又
は
そ
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
務
の
内
容
、
本
人
確
認

情
報
を
取
り
扱
う
職
員
等
を
明
ら
か
に
し
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
課
長
等
は
、
当
該
承
認
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
利
用
を

廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
シ
ス
テ
ム
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
課
長
等
は
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き

は
、
本
人
確
認
情
報
の
利
用
の
状
況
を
シ
ス
テ
ム
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

本
人
確
認
情
報
の
漏
え
い
防
止)

第
八
条

本
人
確
認
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
等

(

法
第
三
十
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
電
子

計
算
機
処
理
等
を
い
う
。)

に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
法
第
三
十
条
の
三
十
一
第
一

項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
本
人
確
認
情
報
の
漏
え
い
の
防

止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

職
員
の
研
修)

第
九
条

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確

保
に
資
す
る
た
め
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
に
従
事
す
る
職

員
に
対
し
、
研
修
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

課
長
等
は
、
職
員
に
前
項
の
研
修
を
受
け
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
外
部
委
託)

第
十
条

課
長
等
は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
係
る
業
務
の
委
託
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
個
人
情
報
保
護
に
係
る
措
置
の
状
況
等
を
調
査
し
、

シ
ス
テ
ム
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
委
託
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め

約
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

再
委
託
の
禁
止
に
関
す
る
事
項

二

情
報
が
記
録
さ
れ
た
資
料
の
保
管
、
返
還
及
び
廃
棄
に
関
す
る
事
項

三

情
報
が
記
録
さ
れ
た
資
料
の
目
的
外
使
用
、
複
写
及
び
第
三
者
へ
の
提
供
の
禁
止
に
関
す
る

事
項

四

情
報
の
秘
密
保
持
に
関
す
る
事
項

五

事
故
の
報
告
に
関
す
る
事
項

(

監
査)

第
十
一
条

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
責
任
者
は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及

び
運
営
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
定
期
及
び
臨
時
に
、
監
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

委
任)

第
十
二
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理

及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
企
画
振
興
部
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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